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６月運航実績 

●運航日数（前年数値） 

 客 船    ２５日（ ２４日） 

 貨物船     ４日（  ４日） 

 ヘリコミ   ２３日（ ２３日） 

●就航率 （前年数値）※客船は2回/日 

 客 船    ８０％（ ７２％） 

 貨物船   １００％（１００％） 

 ヘリコミ   ７７％（ ７７％） 

●来島者数（前年数値） 

 客 船   ９１０名（８５３名） 

 ヘリコミ  １１７名（１３０名） 

●離島者数（前年数値） 

 客 船   ８６３名（６６８名） 

 ヘリコミ  １４１名（１６６名） 

 

目次・・・ 
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 世帯・人口 （平成２５年７月１日現在） 

◇世帯数（前月比） ◇人口（前月比） 

１７５ 世帯 （１世帯増） 男性 １７０ 名 （ １名増） 

   女性 １４５ 名 （ ２名増） 

   合計 ３１５ 名 （ ３名増） 
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〈１〉 

参議院議員選挙のお知らせ 
 

■入場券 

 選挙権のある方には、７月５日以降「投票所入場券」を郵送します。

入場券がお手元に届かない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせ下さ

い。なお、入場券を紛失しても投票できる場合がありますので、投票所

係員にお申出下さい。 
 

■公示日 

 候補者の公示等が行われます。 【公示日：７月４日（木）】 
 

■期日前投票 

 投票日当日に仕事や旅行、冠婚葬祭などの用事で投票できない方は、期日前投票ができます。 

 期日前投票には、投票所入場券が必要です。 

 【投票期間】７月５日（金） ～ ７月２０日（土） 

 【投票時間】午前８時３０分 ～ 午後８時 

 【投票場所】御蔵島村役場２階 小会議室 
 

【お問合せ】 御蔵島村選挙管理委員会事務局（役場内） ０４９９４－８－２１２１ 

生鮮食料品（冷蔵品）の客船対応について 
 

 客船の就航率が安定している時期を限定として、平成２５年

７月１日（月）～８月２６日（月）までの２か月間、生鮮食料

品の客船対応を実施します。 

 毎週月曜日（祝日を除く）の１５時までに竹芝貨物営業所で

受付を行い、月曜日出発の客船に積込みされます。なお、客船

対応となる生鮮食料品は冷蔵品のみとし、冷凍品の生鮮食料品

については従来どおり、貨物船にて対応となります（気象条件

により、当日受付を中止する場合がありますので、何卒ご了承

ください）。 
 

 ■客船対応期間 

  平成２５年 ７月 １日（月） 積込み分より 

  平成２５年 ８月２６日（月） 積込み分まで 
 

 ■受付場所・受付日時 

  竹芝貨物営業所 東京都港区海岸１－１１－２ 

  毎週月曜日（祝日を除く）１５時まで 
 

 ■お問合せ 

  竹芝貨物営業所 ０３－３４３３－５３１２ 

  御蔵島代理店  ０４９９４－８－２２２０ 

貨物船夏季休業期間のお知らせ 
 

 東海汽船芝浦貨物営業所は、８月１５日（木）～８月１８日

（日）までの期間、お盆休みとなります。御蔵島の貨物船の運

航予定日は、下記のとおり変更となります（気象条件により、

日程変更となる場合があります）。なお、東海汽船の客船積貨

物（生鮮食料品他）は平常どおり営業いたします。 
 

 ■休業期間 

  ８月１５日（木）～８月１８日（日） 
 

 ■休業前運航予定 

  ８月 ７日（水） 積込み日 

  ８月 ８日（木） 運航日 
 

 ■休業後運航予定 

  ８月２１日（水） 積込み日 

  ８月２２日（木） 運航日 
 

 ■お問合せ 

  芝浦貨物営業所 ０３－３４５１－８３１１ 

  御蔵島代理店  ０４９９４－８－２２２０ 

投票日 平成２５年７月２１日（日） 

投票時間 午前７時 ～ 午後８時 

投票場所 御蔵島開発総合センター 

＜御蔵島村漁業協同組合＞漁業権の行使及び自主規制について 
 

 

 平成２５年９月１日（日）より

桟橋から障子根までの間（右図参

照）を、イセエビ漁の禁漁区域と

します（その他区域を解放）。 

 皆さまのご理解とご協力をお願

い致します。 

 

 

【お問合せ】 
 

御蔵島村漁業協同組合 
 

０４９９４－８－２１５１ 

桟橋 

障子根 
禁 漁 区 域 
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〈２〉 

ヘリコミ運賃助成金の請求方法の変更について 
 

 現在、住民の皆さまがヘリコミ運賃助成金を請求する際は、「御蔵島村ヘリコミューター運賃助成金支

給請求書（以下、助成金支給請求書）」に「搭乗券」を添付して村へご請求いただいております。 

 この度、東京愛らんどシャトルの新予約システムが導入され、６月１５日（土）から新しい航空券の運

用が開始されることに伴い、ヘリコミ運賃助成金の請求方法が変更となります。 

 ７月からヘリコミ運賃助成金をご請求いただく場合、「助成金支給請求書」、「搭乗券」とともに、

「領収書」をご提出ください。なお、６５歳以上の高齢者の方々が対象となる運賃助成金の請求方法につ

いても同様です（助成金支給請求書のかわりに、「御蔵島村高齢者ヘリコミューター運賃助成証明書」の

提出が必要となります）。皆さまのご理解とご協力をお願いします。 

 

ヘリコミ新予約システムにおけるキャンセル規程等について 
 

 平素より、東京愛らんどシャトルをご利用いただき誠にありがとうございます。新予約システム導入に伴うキャンセル規程等に

つきまして、下記のとおりご案内いたします。 
 

■他交通機関の遅延・欠航の場合のキャンセル料取扱について 

 東京愛らんどシャトルは運航しているが、全日空(株)・新中央航空(株)・東海汽船(株)など他交通機関の遅延・欠航等で、東京愛

らんどシャトルに搭乗できない場合についてもキャンセル料は徴収します。 
 

■条件付き運航の場合のキャンセル料取扱について 

 条件付き運航とは、天候不良等の理由により目的地まで乗客を送り届けることができない可能性があることを言います。そのた

め目的地以外の空港に着いた場合でも料金の払い戻しはしておりませんので、条件付き運航の場合キャンセル料は徴収しません。 
 

■搭乗者変更（名義変更及び日程変更）の場合の取扱について 

 テロ行為を未然に防ぐという観点から、世界各国の航空会社では搭乗者を正確に把握することが強く求められています。また、

万が一トラブルが発生した際には搭乗者から申告して頂いた内容を基に保険等の処理を行います。こういった観点から全世界の航

空会社では航空券の名義変更や第三者への譲渡を禁止しています。これらの現状に則り東京愛らんどシャトルでも新予約システム

導入を機に電話受付及び搭乗当日の名義変更は禁止とし、航空券購入後の名義変更及び日程変更を希望する場合は、キャンセル料

を徴収します。 
 

■御蔵島の営業時間及びキャンセル待ちについて 

 毎日９時００～１１：３０・１４時３０～１６：００までの間に航空券の販売等の手続きを行いますが、当日の搭乗受付及び搭

乗作業が優先されることから少しお待ちいただく場合がございます。また、当日のキャンセル待ちにつきましては以前と同じ９時

００分からヘリポート待合所にて受付けますが、電話での当日予約は受付けできませんので、ご了承願います。 
 

【お問合せ】 産業建設係 ０４９９４－８－２１２１ 

平成２４年度 東京都島嶼町村一部事務組合 情報公開実施状況の公表について 
 

 東京都島嶼町村一部事務組合の情報公開制度は、島しょ９町村の住民

の組合行政への参加をより一層推進するとともに、組合の公正な運営を

確保することを目的に制定され、毎年１回の情報公開実施状況を公表す

ることになっています。 

 平成２４年度の情報公開実施状況を、右表のとおり公表いたします。 
 

【お問合せ】 

東京都島嶼町村一部事務組合 総務課庶務係 

０３－３４３２－４９６１ 

項目 件数 摘要 

公開請求件数 ６件  

公開決定件数 ５件 一部公開決定を含む 

非公開決定件数 １件 文書不存在 

村税の納付は便利で確実な「口座振替」で 
 

 口座振替なら窓口に足を運ぶ手間が省け、納期を気にせずと

も納め忘れがありません。村税の納付には、便利で確実な口座

振替をお勧めします。口座振替依頼書は郵便局または村役場窓

口でお申出下さい。 
 

 【口座振替に関するお問合せ】 

 御蔵島郵便局 ０４９９４－８－２２０１ 

 企画財政係  ０４９９４－８－２１２１ 

村税の納め忘れはありませんか？ 
 

 納め忘れてしまっている村税はありませんか？ 

 もう一度お手元の納付書、領収書をご確認下さい。 
 

 村税を滞納すると・・・ 

  本来納めるべき税金のほか、余分な督促料や 

  延滞金を納めなければなりません。 
 

 村税は納期内に納めましょう。 
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〈３〉 

裁判所における個別労働紛争解決手続について 
 

 会社を解雇されたり、給料が支払われなかったりするなど、会社（事業主）と

個々の従業員との労働関係に関するトラブルを個別労働紛争といいます。個別労

働紛争を解決する手続には、裁判所や労働局、弁護士会など複数の機関に様々な

ものがありますが、各手続にはそれぞれ特徴があり、紛争の実情等を踏まえてど

の手続を利用するのが良いのかを検討することが大切です。 
 

■労働審判手続 

 労働審判手続は、裁判官１名と労働関係の専門家である労働審判員２名が労働

審判委員会を構成し、原則として３回以内の期日で、話合いによる解決を試みな

がら、最終的に審判を行う手続です。 

 訴訟手続と同様に権利関係を明らかにした上で進める手続のため、事前に証拠

等を準備し、主張を的確に行う必要があります。 

 したがって、法律の専門家である弁護士に依頼することが望ましいでしょう。 
 

■少額訴訟手続 

 少額訴訟手続は、原則として１回の審理で判決がされる特別な訴訟手続で、６０万円以下の金銭の支払を求める場合にのみ利用

することができる手続です。 

 少額訴訟手続の中で話合いを試みる際に、一般国民から選ばれた司法委員が関与することがあります。 

 原則として１回の審理で終わることから、比較的単純な事案の解決に有用な手続であり、手続を利用する場合には、証拠等の事

前準備が必要となりますが、自分１人でも手続を行うことができます。 
 

■民事調停手続 

 民事調停手続は、裁判官又は調停官１名と一般国民から選ばれた調停委員２名以上で構成される調停委員会の仲介を受けなが

ら、簡易な事案から複雑困難な事案まで実情に応じた話合いによる解決を図る手続です。 

 双方が納得するまで話し合うことを基本としており、必ずしも詳細な主張書面や証拠が必要とされるわけではありませんし、弁

護士や社会保険労務士等の調停委員が関与することもあるため、自分１人でも手続を行うことができます。 

 

【お問合せ】 東京地方裁判所事務局 総務課広報係 ０３－３５８１－２２９５ 

花火大会のお知らせ 
 

 本年も下記のとおり花火大会を実施します。 

 皆様お誘いあわせの上、ご観覧ください。 
 

■日時 

 平成２４年８月１日（木） 

 午後７時３０分～午後８時 
 

■場所 

 御蔵島港 桟橋 
 

■注意 

①夜間ですので危険な場所での観覧はご遠慮ください。 

なお、桟橋は午後５時から午後８時まで立入禁止となります。 

②午後１時より桟橋付近において、打ち上げの準備を行います

ので、作業中は近づかないようお願いいたします。 

③雨天・荒天の場合は延期といたします。 

サマージャンボ宝くじ 
 

 サマージャンボ宝くじが７月１０日発売開始となります。収

益金は、区市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ】 

東京都区市町村振興協会 

０３－５２１０－９９４５ 

販売期間 ７月１０日（水）～８月２日（金） 

発売場所 全国の宝くじ売場 

抽せん日 ８月１３日（火） 

■賞金 

１等 ３億円 

前後賞 １億円 

２等 ５００万円 

３等 １００万円 

サマーバケーション賞 １０万円 

ほか 

７月の来庁予定者 

日 来庁者 目的 

１～３日 環境省伊豆諸島自然保護官事務所自然保護官 歩道の視察 

８～１０日 東京都総務局多摩島しょ振興担当部長 島内視察 

９日 元女子ソフトボール金メダリスト 乾絵美 学校１日校長先生 

９～１１日 東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課水道係長 水道施設の現状視察及び予定事業の調査 

１０～１１日 東京都財務局長 島内視察 
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日 月 火 水 木 金 土 

    1 

花火大会 

2 3 

4 

稲根神社例大祭 

5 6 7     新月 8     立秋 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21    満月 22 23    処暑 24 

25 26 27 28 29 30 31 

島民カレンダー  

平成２５年  ８月 ＜葉月＞ 可 ・・・ 可燃ごみ 不 ・・・ 不燃ごみ 空 ・・・ 空き缶 

平成２５年  ７月 ＜文月＞ 可 ・・・ 可燃ごみ 不 ・・・ 不燃ごみ 空 ・・・ 空き缶 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

空 

不 

不 

可 

可 

日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 4 5 6 

7     小暑 8     新月 9 10 11 12 13 

14 15  

海の日 

16 17 18 19 20 

21 22 23 大暑・満月 24 25 26 27 

28 29 30 31    

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

不 

空 

空 

可 

可 可 可 不 

可 空 
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今月の行事（７月） 
～今日は何の日？ 何の月？ 今月の行事とその概要を掲載します。～ 

◆小暑（しょうしょ） 7月7日頃 

この日から暑気に入り、本格的な暑さが始まるとされます。徐々に梅雨も明け始めます。 

暑中となり、暑中見舞いも出されるようになります。 

 

◆海の日（うみのひ） 7月第3月曜日 

海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日として、国民の祝日とされています。 

祝日化される前は海の記念日という記念日でした。 

 

◆大暑（たいしょ） 7月23日頃 

一年中で最も暑い日という意味です。しかし、実際に最も暑いのは8月上旬頃です。 

ほとんどの地方で梅雨明けもしくは、梅雨明け間近となります。 

7月20日頃が「土用の入り」 で、立秋の前日までの、夏の終わりの18～19日間が「夏の土用」です。 

「大暑」は、この「夏の土用」の期間にあります。 

ゴミ収集日 

月曜日 毎  週  可燃ゴミ  

火曜日 
第１火・第３火  不燃ゴミ  

第２火・第４火  リサイクルゴミ  

水曜日 毎  週  可燃ゴミ  

木曜日 収集はありません  

金曜日 毎  週  可燃ゴミ  

し尿処理作業日 

毎月 １日  ・  １０日  ・  ２０日  

えびね公園開園スケジュール 

期間 開園日 閉園日 

４月～５月 月・火・水・金・土・日  木  

６月～１０月 水・金・土・日  月・火・木  

１１月～３月 水・金・日  月・火・木・土  


